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のうぎょうと農業委員会　第15号のうぎょうと農業委員会　第15号

市
長
に
建
議
書
提
出　

　

去
る
10
月
26
日
、
市
長
応
接
室
に
お
い

て
、
市
農
業
委
員
会
の
中
野
均
会
長
を
は

じ
め
役
員
５
人
が
市
長
に
対
し
、
十
和
田

市
農
業
振
興
に
関
す
る
建
議
書
を
提
出
し

ま
し
た
。
建
議
内
容
と
市
側
か
ら
の
回
答

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
建
議
内
容

①
十
和
田
市
の
優
れ
た
食
材
を
Ｐ
Ｒ
す
る

　

た
め
に
、
産
直
販
売
や
食
材
を
使
っ
た

　

レ
ス
ト
ラ
ン
を
併
設
し
た
ア
ン
テ
ナ

　

シ
ョ
ッ
プ
を
首
都
圏
に
設
置
す
る
こ
と
。

②
転
作
作
物
の
小
麦
・
大
豆
な
ど
を
作
付

　

け
し
た
場
合
の
連
作
障
害
を
回
避
す
る

　

た
め
、
緑
肥
を
蒔
い
て
土
づ
く
り
に
専

　

念
し
た
場
合
の
交
付
金
額
を
増
額
す
る

　

こ
と
。

③
女
性
の
視
点
か
ら
の
意
見
を
よ
り
多
く

　

農
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
女
性
農
業

　

委
員
の
登
用
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行

　

う
こ
と
。

④
農
業
並
び
に
商
工
業
に
お
け
る
後
継
者

　

の
結
婚
問
題
を
解
消
す
る
た
め
、
市
と

　

し
て
予
算
措
置
を
講
じ
結
婚
対
策
に
取

　

り
組
む
こ
と
。

◆
市
長
の
回
答

①
十
和
田
産
品
の
販
売
力
強
化
を
目
指
し
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ぎ
ょ
う
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農
業
委
員
会

の
う
ぎ
ょ
う
と
農
業
委
員
会

　

て
、
首
都
圏
の
既
存
の
店
舗
を
活
用
す

　

る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
ア

　

ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
設
置
す
る
に
は
、

　

運
営
経
費
を
考
え
る
と
慎
重
に
検
討
し

　

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
県
か
ら
示
さ
れ
た
内
容
を
検
討
し
た
上

　

で
、
十
和
田
市
地
域
水
田
農
業
推
進
協

　

議
会
で
相
談
し
対
応
し
て
い
き
た
い
。

③
農
協
な
ど
の
団
体
に
女
性
の
推
薦
を
お

　

願
い
す
る
と
と
も
に
、
議
会
か
ら
の
推

　

薦
に
つ
い
て
も
議
員
以
外
の
学
識
経
験

　

を
有
す
る
女
性
を
推
薦
し
て
い
た
だ
く

　

よ
う
お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

④
結
婚
対
策
へ
の
予
算
措
置
は
す
ぐ
に
講

　

ず
る
と
は
い
え
な
い
が
、
他
市
の
取
り

　

組
み
を
参
考
に
し
な
が
ら
対
応
を
検
討

　

し
た
い
。

農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
書
の
提
出

　

農
業
委
員
会
で
は
、
皆
さ
ん
の
申
請
に

基
づ
い
て
「
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人

名
簿
」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
選
挙
資
格

が
あ
っ
て
も
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て

い
な
い
と
投
票
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
期
限

ま
で
忘
れ
ず
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
申
請
書
の
送
付

　

今
月
下
旬
に
、
あ
ら
か
じ
め
世
帯
員
が

記
載
さ
れ
た
「
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

書
」
を
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、
申
請
書
が

今
月
中
に
郵
送
さ
れ
な
い
場
合
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

◆
選
挙
資
格
（
全
要
件
を
満
た
す
か
た
）

①
平
成
３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

　

か
た

②
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
住

　

所
を
有
す
る
か
た

③
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い

　

る
か
た
お
よ
び
同
居
の
配
偶
者
か
親
族

　

で
、
年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
農
業
に

　

従
事
し
て
い
る
か
た

※
農
業
生
産
法
人
の
組
合
員
ま
た
は
社
員

　

に
も
選
挙
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

　

し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局
に
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
書
の
記
入

①
送
ら
れ
た
申
請
書
に
、
世
帯
員
そ
れ
ぞ

　

れ
の
平
成
22
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の

　

耕
作
従
事
日
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

②
世
帯
員
な
ど
の
内
容
に
誤
り
が
あ
る
場

　

合
は
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
と
一
緒
に
記
入
例
を
同
封
し
ま

　

す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
書
の
提
出
期
限

　

平
成
23
年
１
月
10
日
㈪
必
着

※
休
日
も
市
役
所
、
十
和
田
湖
支
所
の
日

　

直
で
受
け
付
け
し
ま
す
。

◆
申
請
書
の
提
出
先

　

市
役
所
新
館
４
階
農
業
委
員
会
事
務
局

ま
た
は
十
和
田
湖
支
所
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
郵
送
の
場
合
は
、
記
入
漏
れ
が
無
い
よ

　

う
に
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
市
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
51
６
７
４
０

「のうぎょうと農業「のうぎょうと農業
委員会」は、広報と委員会」は、広報と
わだ６月号と12月号わだ６月号と12月号
に掲載しています。に掲載しています。

小山田市長に建議内容を説明する農業委員

農地を農地以外に転用するためには許可が必要です農地を農地以外に転用するためには許可が必要です
　農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保と非農業的土地利用との調整
を図り、計画的な土地利用を確保することです。そのため、開発需要を農業上の利用に支障の少ない農地に
誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的または投機目的での農地取得は認めない
こととされています。

農地転用許可制度の内容
農地法 許可が必要な場合 許可申請 許可権者

第４条 自分の農地を転用する場合 転用を行う者（農地所有者） 都道府県
地域整備法に基づく場合を除き、農地が４
ヘクタールを超える場合は農林水産大臣第５条 事業所などが農地を購入して

転用する場合
売主（農地所有者）と買主
（転用事業者）

農地を相続した場合は農業委員会に届け出が必要です
　平成21年12月15日に農地法が改正され、相続により田や畑などの農地を取得したときは、農業委員会に
届け出なければなりません。

①不耕作目的での取得制限
取得後において耕作の事業に供すべき農地の
すべてを耕作すること

許可できない場合
すぐに耕作しないで、退職後に耕作すること
を見込んで取得する場合など

②常時従事しない場合の取得制限
農地の取得者が取得後必要な農作業に常時従
事すること

許可できない場合
自ら必要な農作業に従事せずに、地元の農家に
農作業を任せることを前提に取得する場合など

③下限面積制限
取得の結果、農地面積の合計が原則50アール
以上になること

許可できない場合
サラリーマンが自家用の野菜などを生産するた
めに、基準に満たない小面積の農地を取得しよ
うとする場合など

農地転用の流れ
農地に住宅を
建てよう！

完成！

　①農業委員会に農地転用の許可申請書を提出

　②県知事から許可書交付

　③工事着工

　農地に住宅や倉庫などを建てるとき

約２カ月かかります

許可が
必要です

不明な点は気軽
にお問い合わせ
ください

農地法第３条の主な許可基準（農地の所有権、賃貸借権）


